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ユーザーのニーズ、報告者の声の把握（イメージ）

◆ 各府省は、報告者の声やユーザーのニーズを踏まえつつ、所管調査の設計を実施
◆ 上記のスキームにおいて、地方自治体、独立行政法人等、民間に係る内容の提案
等が寄せられた場合には、総務省・統計委員会は、必要に応じて、関係者への情報
提供や連絡等を実施

報告者の声
（国の統計調査に関する
負担感に関する提案）

①提案募集

【各府省】ユーザーのニーズ
（統計整備、統計等
データに関する提案）

統計委員会

ＥＢＰＭ
推進委員会

協力・連携

④対応方策の公表
⑤対応状況のフォローアップ

ユーザー

報告者

②対応方策の
検討依頼

③対応方策の提示

提案募集と対応方策の公表、対応状況のフォローアップ等のスキーム
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